
様式第１号（第４条関係）

新設

排水設備 増設 計画確認申請書

改築

あきる野市長 殿

あきる野市下水道条例施行規則第４条の規定により、次のとおり申請をします。

下 水 道 番 号 受 付 日 年 月 日

設 置 場 所
あきる野市 着 工 予 定 年 月 日

し ゅ ん 工 予 定 年 月 日

フ リ ガ ナ 排 除 方 式 □合流式 ・ □分流式

使 用 者

電話番号 （ ）

公 共 ま す の 申 請 □有 ・ □無

公共ますの費用区分 □公費（□ますのみ・□取出し）・□自費

公共ますの工事区分
□新設 ・ □既設 ・ □増設

□改造 ・ □撤去

住 所
既 存 処 理 方 式 □公共下水道・□浄化槽・□くみ取り

排 水 面 積 ㎡

フ リ ガ ナ
排 水 種 別

□一般住宅 □店舗 □事務所

□工場 □その他（ ）申 請 者

電話番号 （ ）（ 設 置 者 ） 使 用 水 □水道・□井戸（□既・□新）・□併用

施 工 者

（指定工事店）

（ 住 所 ） 水 道 お 客 様 番 号 ― ―

該 当 す る 場 合
□阻集器 □除害施設

□ディスポーザ □その他（ ）（ 社 名 ）

（代表者）

指定番号 第 号 電話番号 （ ）
雨 水 浸 透 施 設

□浸透ます □浸透トレンチ

□その他（ ）

排水設備工事

責 任 技 術 者

氏 名

登録番号 第 号

案 内 図
添 付 書 類 等

□案内図 □平面図

□その他（ ）

大 量 排 水 協 議 □該当有・□該当無／□協議済・□協議無

管 理 番 号

備 考

供 用 開 始 年 月 日 ： 年 月 日

完 了 年 月 日 ： 年 月 日

検 査 年 月 日 ： 年 月 日

使 用 開 始 年 月 日 ： 年 月 日

（注） １ 太線の中だけ記入してください。 ２ この申請書は、必ず工事着工の７日前までに提出してください。 ３ 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書を添付してください。

案内図を枠内に貼り付け、又
は別紙で添付

着工予定日は本申請書提出
日から一週間後以降を設定
してください。

あきる野市は【分流式】のみ
です

排水面積は記入の必要あり
ません

裏面⑩参照

公共ますの工事も実施してい
る場合は【有】にチェックをし
てください

【水道が 2 栓以上ある】又は
【共同住宅】の場合は別紙で
水道番号の一覧を添付してく
ださい

雨樋の排出先をチェックして
ください
※雨水を排水設備に接続し
ないこと。

新設：新築建物等で排水設備
を新たに設置するもの
増設：既存の排水設備にます
や汚水管を増設するもの
改築：「浄化槽・汲み取り」を
廃止し、新たに下水道へ接続
させるもの

他人の土地又は排水設備を
使用する と きは 、 その他欄
に、【同意書】を記入し添付し
てください
共同住宅等の場合は 【水道
番号一覧】を添付してください

申請書記入欄説明

上記 「 公共 ま すの申請 」 が
【有 】の場合に該当するもの
をチェックしてください

裏面⑭参照

申請書裏面の記入説明もご覧ください

裏面⑬参照



排水設備計画確認申請書の記入説明

①．使用者 ⑪．既存処理方式

使用者名、設置場所等を記入すること。 既存の処理方式にチェックを付けること。

建て売り等で使用者が未定の場合は申請者名を記入すること。 ⑫．排水面積

②．申請者（設置者） 排水面積を記入すること。

申請者名、住所等を記入すること。 ⑬．排水種別

③．施工者 該当する種別にチェックを付けること。飲食店等は除害施設が必要。工場等

会社名、代表者名、住所等を記入すること。指定番号は市の認定番号を の特定施設は市と事前協議すること。

記入すること。 ⑭．使用水

④．排水設備工事責任技術者 水道：東京都の水道を利用するもの。

都の登録番号を記入すること。 井戸：地下からくみ上げた井戸水を利用するもの。

⑤．案内図 併用：水道水と井戸水を利用するもの。

住宅地図等を基に設置場所の案内図を作成すること。 ⑮．水道お客様番号

⑥．着工予定及びしゅん工予定 水道お客様番号（１０桁）を記入すること。

着工及びしゅん工予定日を記入すること。 共同住宅等は、別紙で提出のこと。

⑦．排除方式 ⑯．該当する場合

排水する公共下水道の排除方式について、該当するものにチェックを付 該当するものにチェックを付けること。

けること。 ⑰．雨水浸透施設

⑧．公共ますの申請 該当するものにチェックを付けること。

申請の有無にチェックを付けること。 ⑱．添付書類等

⑨．公共ますの費用区分 該当する添付書類等にチェックを付けること。

公費 その他欄には、【縦断面図】【配管立面図】【構造詳細図】【同意書】等の

ますのみ：既に取付管が設置されており、新たにますを設置するもの。 該当がある場合に記入すること。

取出し：新たにますを設置するもの。 ⑲．大量排水協議

自費 該当の有無にチェックを付けること。

ます又は取出しを自分の費用で設置するもの。

⑩．公共ますの工事区分

新設：新しくますを設置するもの。

既設：ますが設置済みのもの。

増設：既設のほかにますを増やしたいもの。

改造：ますの高さ調整又はますを移設するもの。

撤去：ますの撤去等を伴うもの。


